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心
少
師
様
二

ー
バ

1
R

収
入
が
1
0
6
万
円
、
あ
る
い
は

1
3
0
万
円
と
い
う
水
準
を
超
え
る
と
、

パ
ー
ト
主
婦
の
社
会
保
険
料
負
担
が
生

じ
る
の
で
就
業
調
整
に
つ
な
が
り
、

ー
ト
依
存
度
の
高
い
外
食
や
ス
ー

0
、ノパ

ー
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
業
で
人
手
不
足

を
招
く
、
と
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
ま

す
。
従
業
員
が
1
0
1
人
以
上
の
場
合

は
1
0
6
万
円
が
、
 
1
0
0
人
以
下
の

場
△
口
に
は
1
3
0
万
円
が
そ
の
ラ
イ
ン

に
該
当
し
、
就
労
の
「
壁
」
と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
、
岸
田
総
理
は
対
応
策

の
検
討
を
行
う
と
明
一
言
し
、
政
府
部
内

で
「
収
入
が
増
え
る
パ
ー
ト
主
婦
の
手

取
り
が
社
会
保
険
適
用
前
の
金
額
に
回

復
す
る
ま
で
の
問
、
手
取
り
減
少
分
の

一
部
を
補
填
で
き
る
よ
う
企
業
に
助
成

金
を
出
す
」
と
い
う
案
が
検
討
さ
れ
て

い
ま
す
。

こ
の
案
に
対
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
が
あ
り
ま
す
。

ま
ず
、
本
人
に
補
填
す
る
の
で
は
な

く
企
業
に
助
成
金
を
だ
す
と
い
う
手
法

で
す
。
こ
れ
で
は
企
業
か
ら
本
人
の
収

入
増
に
つ
な
が
る
よ
う
に
お
金
が
渡
る

の
か
、
疑
念
が
生
じ
か
ね
ま
せ
ん
。

る
制
度
を
作
っ
て
、
こ
の
問
題
に
対
処

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
制
度
は
、

「
給
付
付
き
税
額
控
除
」
と
呼
ば
れ
、

番
号
で
き
め
細
か
く
個
人
や
世
帯
の
所

得
を
把
握
し
て
、
税
と
社
会
保
険
料
を

一
体
的
に
と
ら
え
た
上
で
設
計
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。

わ
が
国
で
も
、
普
及
し
て
き
た
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
制
度
を
活
用
し
て
所
得
と
給

付
と
を
連
動
さ
せ
、
き
め
細
か
い
給
付

が
行
わ
れ
る
よ
う
な
仕
組
み
の
導
入
を

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

デ
ジ
タ
ル
庁
は
、
 
2
0
2
5
年
に
ガ
バ

メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
の
国
・
地
方
の
共
通

基
盤
を
完
成
さ
せ
る
予
定
で
、
所
得
区

分
に
ょ
り
対
象
者
を
抽
出
し
、
給
付
と

組
み
合
わ
せ
る
イ
ン
フ
ラ
が
構
築
さ
れ

ま
す
。
所
管
官
庁
に
お
い
て
は
イ
ン
フ

ラ
.
つ
く
り
と
並
行
し
て
、
給
付
の
た
め

の
制
度
導
入
を
検
討
し
て
も
ら
い
た
い

も
の
で
す

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
創
設
の
理
念
は
、

「
よ
り
公
平
・
公
正
な
社
会
の
実
現
、

社
会
保
障
が
き
め
細
や
か
か
つ
的
確
に

行
わ
れ
る
社
会
の
実
現
」
で
あ
る
こ
と

を
、
改
め
て
思
い
起
こ
す
必
要
が
あ
る

で
し
ょ
、
つ
0

「
壁
」
を
ど
う
乗
り
越
え
る
か

よ
り
本
質
的
な
問
題
も
あ
り
ま
す
。

パ
ー
ト
主
婦
(
専
業
主
婦
も
)
は
、
「
第

3
号
被
保
険
者
」
と
し
て
、
本
人
が
保

険
料
を
負
担
せ
ず
に
、
基
礎
年
金
の
給

付
を
保
障
さ
れ
る
と
い
う
受
益
の
状
態

に
あ
り
、
さ
ら
に
、
一
定
収
入
の
あ
る

主
婦
の
保
険
料
ま
で
国
費
で
肩
代
わ
り

す
る
こ
と
は
、
個
人
事
業
者
や
非
正
規

雇
用
者
な
ど
の
「
第
1
号
被
保
険
者
」

と
比
べ
て
不
公
平
が
拡
大
す
る
と
い
う

こ
と
で
す
。

社
会
保
険
料
の
「
壁
」
の
問
題
に
政

府
は
、
厚
生
年
金
に
加
入
で
き
る
企
業

規
模
要
件
の
見
直
し
で
対
応
し
て
き
ま

し
た
。
鉾
年
玲
月
か
ら
は
、
乳
人
以
上

の
事
業
所
で
働
く
短
時
間
労
働
者
も
対

象
に
な
り
ま
す
。
近
い
将
来
、
企
業
規

模
要
件
が
撤
廃
さ
れ
れ
ば
、
短
時
問
労

働
者
が
全
員
1
0
6
万
円
で
厚
生
年
金

加
入
に
な
る
の
で
1
3
0
万
円
の
壁
は

消
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
規
模
要
件
の

拡
大
は
正
し
い
方
向
と
い
ぇ
ま
す
。

実
は
「
壁
」
は
、
住
民
税
非
課
税
世

帯
と
い
う
区
分
に
も
あ
り
ま
す
。
単
身

の
給
与
所
得
者
は
年
収
が
1
0
0
万
円

以
下
、
夫
婦
の
場
合
1
3
5
万
円
以
下
、

配
偶
者
が
専
業
主
婦
で
子
ど
も
1
人
の

3
人
世
帯
で
は
2
0
5
万
円
以
下
が
該

当
し
ま
す
が
、
こ
の
世
帯
に
は
、
物
価

対
策
と
し
て
今
回
、
世
帯
に
一
律
3
万

円
、
子
育
て
世
帯
に
は
別
途
子
ど
も
ー

人
当
た
り
5
万
円
が
給
付
さ
れ
ま
す
。

住
民
税
を
少
し
で
も
負
担
し
て
い
る
と

給
付
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
住
民
税
非

課
税
世
帯
に
は
、
返
済
不
要
の
給
付
型

奨
学
金
や
大
学
・
専
門
学
校
の
授
業

料
・
入
学
金
の
減
免
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
で
は
住
民
税
の
課
税
最
低
限
の

と
こ
ろ
で
大
き
な
就
労
調
整
が
行
わ

れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
「
壁
」
を
作
ら
な
い
た

め
に
は
、
手
取
り
の
逆
転
現
象
が
生
じ

な
い
よ
う
税
と
社
会
保
障
を
再
設
計
し

て
対
応
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

欧
米
で
も
、
専
業
主
婦
な
ど
が
新
た

に
労
働
市
場
に
参
入
し
収
入
を
得
る
と

税
や
社
会
保
険
料
が
発
生
し
、
手
取
り

が
小
ノ
な
く
な
る
現
象
を
、
ポ
バ
テ
ィ
ー

ト
ラ
ッ
プ
(
貧
困
の
罵
)
と
と
ら
え
て

対
応
を
し
て
き
ま
し
た
。
オ
ラ
ン
ダ
で

は
、
勤
労
に
ょ
っ
て
生
じ
る
社
会
保
険

料
を
低
所
得
の
問
は
軽
減
す
る
制
度
を
、

英
国
で
は
、
税
や
社
会
保
険
料
を
差
し

引
い
た
ネ
ッ
ト
の
所
得
に
給
付
を
与
え

東京財団政策研究所研究主幹 森信茂樹

15 府づ心ι 2023 夏


